
多段式の自走式自動車車庫に係る 
消防用設備等の設置に関する指導基準 

 

（趣旨） 

第１ この基準は、多段式の自走式自動車車庫における消防用設備等の取扱いに関し、消防法施

行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）、消防法施行規則（昭和３６年

自治省令第６号。以下「規則」という。）及び豊田市火災予防条例（昭和４８年条例

第５１号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。  

（消火設備の設置） 

第２ 次の（１）から（４）の全ての基準に適合する多段式の自走式自動車車庫にあっては、規則

第１８条第４項第１号「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所」以外の場所及び規則

１９条第６項第５号「火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所以外の場所」に含まれる

ものであり、また、その他の規定にかかわらず、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化

物消火設備又は粉末消火設備を設置する場合にあっては、移動式の消火設備とすることができる。         

（１） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６８条の２６に基づき、建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号。以下「建基令」という。）第１０８条の３第１項第２号及び第４

項に規定する国土交通大臣の認定を受けていること。 

（２）  自走式自動車車庫部分の外周部の開口部の開放性は、次のアからウの全ての基準を満たし

ていること。ただし、この場合において外周部に面して設けられる付帯設備が面する部分の

開口部及び外周部に面して設けられているスロープ部（自動車が上階又は下階へ移動するた

めの傾斜路の部分。以下同じ。）であって、当該スロープ部の段差部に空気の流通のない延焼

防止壁などが設けられている場合、当該空気のない延焼防止壁などを外周部に投影した当該

部分の開口部は開口部とみなさないこと（別図１及び２参照）。 

ア 常時外気に直接開放されていること。 

イ 各階における外周部の開口部の面積の合計は、当該階の床面積の５パーセント以上であ

るとともに、当該階の外周長さに０．５メートルを乗じて得た値を面積としたもの以上と

すること。 

ウ 車室の各部分から水平距離３０メートル以内の外周部において１２平方メートル以上の

有効開口部（床面から梁等の下端（梁等が複数ある場合は、最も下方に突き出した梁等の

下端）までの高さ２分の１以上の部分で、かつ、梁等の下端から５０センチメートル以上

の高さを有する開口部に限る（別図３参照）。）が確保されていること（別図１参照）。 

（３）  直通階段（建基令第１２０条に規定するものをいう。スロープ部を除く。）は、いずれの

移動式の消火設備の設置場所からその一の直通階段の出入口に至る水平距離が６５メート

ル以内に設けてあること。 

（４）  隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物との間に０．５メートル以上の距離を確保し、各

階の外周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さが１．５メートル以上）を設けること（１

メートル以上の距離を確保した場合を除く。）ただし、５層６段以上の自走式自動車車庫に

ついては、隣地境界線又は同一敷地の他の建築物との距離は２メートル以上とし、各階の外

周部に準不燃材料で造られた防火壁（高さ１．５メートル以上）を設けること（３メートル

以上の距離を確保した場合を除く。）。 



（自動火災報知設備） 

第３ 第２に適合する多段式の自走式自動車車庫については、同（２）に示す開口部から５メート

ル未満の部分（通路部分に限る。）は、規則第２３条第４項第１号ロ「外部の気流が流通する場所」

に該当するものであり、感知器を設置しないことができる。 

 

附 則 

この基準は、平成２２年４月１日から運用する。 




















